【別表】
	◆「第3条(2)意思疎通を円滑に図ることのできない者」の要件
　下記の1及び2の要件に当てはまり、かつ3のいずれかに当てはまる者

　1.　法第4条第4項に規定する障害支援区分の認定調査項目の下記項目のうち、いずれかに該当していること
（該当項目）
・3－3　コミュニケーション
「2．特定の者であればコミュニケーションできる」
「3．会話以外の方法でコミュニケーションできる」
「4．独自の方法でコミュニケーションできる」
「5.　コミュニケーションできない」
※認定調査未実施の場合は聞き取りにより確認を行うものとする。

2．福祉用具や手話等の媒体を使用しても、意思疎通できない場合

　3．
　・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由の障がい程度の等級が1級又は2級である人のうち、四肢機能障がいのある人
　・障害支援区分認定が区分4以上の者、かつ認定調査項目における行動関連項目等の点数の合計が10点以上の者
　・または、18歳未満で上記と同等の状態にある者
　※認定調査未実施の場合は聞き取りにより確認を行うものとする。



